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生徒指導関係（校内） いじめ対応の具体的措置 いじめ防止対策関係

生徒指導全体会の開催
「職員会議後」（月１回）

「学校生活アンケート調査」

（年３回程度の調査実施）

・ＳＣや養護教諭との連携
校内生徒指導部会の開催 「いじめ」が

（月１回） 認識された場合

関係調査と個別対応調査
児童理解全体会（５月） ・ＳＣや養護教諭との連携

教育相談の実施 いじめ根絶チーム会議と
ケース会議の開催と対応
検討・協議

校外子ども会（各学期１回）
【校外生活指導の徹底】 他機関・多組織との連携検討

いじめ確定における対応 （審議内容に応じた対応）

いじめられた児童・ い じ め た 児 童 ・ 事実関係の把握と記録
保 護 者 へ の 対 応 保 護 者 へ の 対 応 個人情報の扱い

プライバシーへの配慮
個別対応（児童）への配慮

児童への事実関係確認・把握 児童への事実関係確認・把握
いじめ根絶チーム会議開催
ケース会議の会議開催

いじめ確認結果を関係機関への連絡・通報 ＊原則的な総合判断の決定

家 庭 訪 問 の 実 施 家庭訪問で保護者協力依頼 児童・保護者との真摯な対応

他機関・関係専門家へ支援依頼 専門家・ＯＢによる支援
外部専門家への協力要請 出席停止・懲戒の厳密化

（教育的配慮と判断）
児童の個別指導対応の実施 児童・保護者との真摯な対応

これまでの経緯状況確認・報告

これまでの経緯状況確認・報告 いじめ原因と背景要因の確認
関係担当者による共通会議

再発防止策の検討・協議・提示 再発防止策の検討・協議・提示

学年部会での教員による共
通理解と職員全体会の開催

学級全体でのいじめ根絶への態度・集団づくり
根絶チーム会議・ケース会
議による支援対応と話合い

定期的ないじめ防止対策の確認と支援

ネットによるいじめ防止対応
全校体制で「いじめ防止対策」についての共通理解と確認 ・削除措置への対応措置
・いじめられた児童といじめた児童への適切な支援と的確な対応 ・所轄警察と法務局への連絡
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